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固定資産課税台帳の縦覧について

【お問い合わせ先】　税務課 資産税係　☎52-5853（直通）

農
業
振
興

くらしの情報くらしの情報

野
鳥
保
護
お
よ
び
指
導
取
締
強
化

月
間
の
実
施

　
熊
本
県
で
は
、違
法
捕
獲
な
ど
の

防
止
に
取
り
組
ん
で
お
り
、５
月
10

日
㈬
か
ら
の
１
ヶ
月
間
を
指
導
取
締

強
化
月
間
と
し
て
い
ま
す
。

　
野
生
の
鳥
や
そ
の
卵
は
、許
可
を

受
け
た
も
の
以
外
の
捕
獲
、殺
傷
ま

た
は
採
取
が
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
た
だ
し
、メ
ジ
ロ
や
ホ
オ
ジ
ロ
な
ど

は
平
成
24
年
３
月
31
日
ま
で
に
、許

可
・
登
録
済
み
の
場
合
の
み
、更
新
手

続
き
を
行
う
こ
と
で
飼
養
で
き
ま
す
。

皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

　
詳
し
く
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
農
業
振
興
課

　
☎
52･

５
８
５
４（
直
通
）

熊
本
県
県
南
広
域
本
部

農
林
水
産
部
林
務
課

　
☎
33･

３
５
９
２（
直
通
）

熊
本
地
震
で
二
重
の
住
宅
ロ
ー
ン

を
抱
え
る
方
を
支
援

　
熊
本
地
震
で
住
宅
に
被
害
を
受

け
、二
重
の
住
宅
ロ
ー
ン
を
抱
え
る
人

を
補
助
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
対
　
象

　
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
人

①
３
０
０
万
円
以
上
の
新
た
な
住
宅

ロ
ー
ン
を
契
約
し
た
人

②
被
災
住
宅
の
既
存
ロ
ー
ン
残
高
が

５
０
０
万
円
以
上
あ
る
人

③
世
帯
員
に
課
税
所
得
金
額
が

７
８
０
万
円
を
超
え
る
者
が
い
な

い
人

◆
補
助
額
　

既
存
ロ
ー
ン
の
利
子
相
当
額

（
上
限
50
万
円
）

問
熊
本
県
住
宅
課

　
☎
０
９
６･

３
３
３･

２
５
５
０

県
か
ら

　地方税法の規定により、次のとおり縦覧を行います。
　固定資産の詳しい内容についてお知りになりたい人、平成28年中に土
地を売買したり、家屋を新築・増築された人は、特に確認をお願いします。
　なお、固定資産税課税明細書は、6月に納税通知書と併せて発送します。

期　間 4月3日（月）～6月30日（金）　8時30分～17時15分（土日、祝日を除く）

場　所 氷川町役場　税務課

対象者と
縦覧範囲

縦覧対象者 縦覧できる帳簿 記載事項

固定資産税の土地の納税者
（代理人または納税管理者） 固定資産名寄帳兼課税台帳 所在（地番）、地目、地積、

評価額、課税標準額など

固定資産税の家屋の納税者
（代理人または納税管理者） 固定資産名寄帳兼課税台帳 所在（地番）、種類、構造、

床面積、評価額など

注意事項
①平成29年1月2日以降に所有者となった人は縦覧できません。
②土地のみを所有している人は家屋、家屋のみを所有している人は土地の縦覧はできません。
③資産を所有していても固定資産税が課税されていない人は縦覧できません。

必要なもの 本人の確認ができるもの（運転免許証、健康保険証、住基カードなど）
※別居の家族、代理人の場合は上記の他、委任状の提示が必要です。

手数料 無　料
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行
政
相
談
を
実
施
し
ま
す

　
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
ご
相

談
、お
悩
み
、お
困
り
の
こ
と
は
あ
り

ま
せ
か
。相
談
は
無
料
で
す
。

　
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
日
　
時

　
４
月
21
日
㈮
10
時
～
15
時

◆
場
　
所
　
健
康
セ
ン
タ
ー

◆
担
当
者

◦
松
田
幹
男
　
☎
62･

３
０
２
４

◦
田
口
英
輔
　
☎
62･

３
２
６
３

問
総
務
課
　
行
政
係

　
☎
52･

７
１
１
１（
直
通
）

軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

【
軽
自
動
車
税
の
課
税
】

　
軽
自
動
車
税
は
、軽
自
動
車
や
バ

イ
ク
、農
作
業
用
な
ど
の
小
型
特
殊

自
動
車
に
市
町
村
が
課
税
す
る
税
金

で
す
。

　
４
月
１
日
現
在
の
軽
自
動
車
な
ど

の
所
有
者
に
年
税
額
が
課
税
さ
れ
ま

す
。軽
自
動
車
や
バ
イ
ク
な
ど
の
所

有
者
に
な
っ
た
と
き
は
、登
録
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、軽
自
動
車
税
の
納
付
に
は
、

口
座
振
替（
自
動
払
込
）を
利
用
さ
れ

る
と
、納
め
忘
れ
が
な
く
な
り
、手
間

が
省
け
て
便
利
で
す
。

　
手
続
き
は
振
替
を
希
望
す
る
金
融

機
関
の
窓
口
に
て
お
願
い
し
ま
す
。

【
軽
自
動
車
税
の
減
免
】

　
障
害
者
手
帳
や
療
育
手
帳
を
お
持

ち
の
人
は
、そ
の
程
度
に
よ
り
軽
自
動

車
税
の
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

◆
申
請
期
限
　
５
月
24
日
㈬

◆
手
続
場
所

税
務
課
ま
た
は
宮
原
振
興
局
総
務

振
興
課

◆
申
請
に
必
要
な
も
の

◦
印
鑑

◦
車
検
証

◦
運
転
さ
れ
る
人
の
免
許
証

◦
障
が
い
者
手
帳
、療
育
手
帳

◦
通
院
証
明
書
な
ど（
運
転
者
が
障

が
い
者
本
人
で
な
い
場
合
）

◦
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
個

人
番
号
通
知
カ
ー
ド

【
ト
ラ
ク
タ
ー
な
ど

　小
型
特
殊
自
動
車
の
登
録
】

　
農
耕
作
業
・
特
殊
作
業
用
な
ど
の

小
型
特
殊
自
動
車
を
お
持
ち
の
方

で
、登
録
を
さ
れ
て
い
な
い
車
両
が
あ

る
場
合
は
、登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
手
続
場
所

税
務
課
ま
た
は
宮
原
振
興
局
総
務

振
興
課

◆
登
録
に
必
要
な
も
の

◦
印
鑑（
所
有
者
・
使
用
者
の
も
の
）

◦
販
売
証
明
書
も
し
く
は
車
名
・
車

台
番
号
の
分
か
る
書
類

問
税
務
課
　
住
民
税
係

　
☎
52
・
５
８
５
３（
直
通
）

行
　
政

税
　
務

児童扶養手当の支給額が４月分から変わります

【お問い合わせ先】　町民環境課 町民環境係　☎52-5851（直通）

（支給額／月）

お
知
ら
せ

町
か
ら

くらしの情報

　 平成 29年 3月分まで 平成 29年 4月分から

第１子
全部支給 42,330 円 42,290 円
一部支給 42,320 円～ 9,990 円 42,280 円～ 9,980 円

第２子加算額
全部支給 10,000 円 9,990 円
一部支給 9,990 円～ 5,000 円 9,980 円～ 5,000 円

第３子以降加算額
全部支給 6,000 円 5,990 円
一部支給 5,990 円～ 3,000 円 5,980 円～ 3,000 円

　平成28年全国消費者物価指
数の実績値に基づき、平成29年
度の児童扶養手当額が0.1％引
き下げとなります。手当額は、平
成29年4月支給分から右表のと
おりとなります。


